
《平成27年度》 《平成28年度》 《平成29年度》

【１】街頭犯罪・交通事故の少ないまちづくり 【１】街頭犯罪・交通事故の少ないまちづくり 【１】街頭犯罪・交通事故の少ないまちづくり

（１）【地域・関係機関と連携した防犯対策事業】 （１）【地域・関係機関と連携した防犯対策事業】 （１）【地域・関係機関と連携した防犯対策事業】

・防犯カメラの設置　  24台

・区内一斉防犯活動　12回

・区役所・警察署・各地域防犯組織よる合同連絡会
1回

・鍵の取付けキャンペーン　　15回：内2回休日
・毎月26日の“ツーロック（2重ロックの日）”キャン
ペーン　6回

・防犯カメラの設置　30台

・防犯推進委員を中心に、各地域団体・関係機関が
連携した区内一斉防犯活動　12回

・区役所・警察署・各地域防犯組織（青色防犯パト
ロール隊、子ども見守り隊、防犯推進委員等）による
合同連絡会の実施　1回
・自転車の2重ロックを推進するため、毎月26日を
「26（ツーロック）の日」として啓発に取り組むととも
に、鍵の取付けキャンペーンを実施12回

・中学生防犯標語コンクールの実施　１回

・防犯カメラの設置　30台
・街頭犯罪抑止効果を狙った“防犯カメラ設置中”の
プレートの設置
・防犯推進委員を中心に、各地域団体・関係機関が
連携した区内一斉防犯活動　　12回
・区役所・警察署・各地域防犯組織（青色防犯パト
ロール隊、子ども見守り隊、防犯推進委員等）による
合同連絡会　　1回
・自転車の2重ロックを推進するため、毎月26日を
「26（ツーロック）の日」として啓発に取り組むととも
に、鍵の取付けキャンペーンを実施  12回
・街頭犯罪抑止効果と区民の防犯意識の高揚を図
るため、区役所前の照明柱に防犯バナーの設置（内
容は今後検討する）　7枚
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資料1 

29年度 

さらなる犯罪抑止のための取組みを行います 

 
防犯カメラの設置とともに、防犯プレートを効果的に取付ける

ことにより、防犯カメラの街頭犯罪抑止効果をより一層高めま

す。 

 

区役所前の照明柱を活用し、防犯バナーを設置することにより、

鶴見区での防犯対策事業の周知、併せて区民の防犯意識の高

揚・街頭犯罪抑止効果に繋げます。 
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《平成27年度》 《平成28年度》 《平成29年度》

【１】街頭犯罪・交通事故の少ないまちづくり 【１】街頭犯罪・交通事故の少ないまちづくり 【１】街頭犯罪・交通事故の少ないまちづくり

（２）【地域・関係機関と連携した交通安全対策事業】 （２）【地域・関係機関と連携した交通安全対策事業】 （２）【地域・関係機関と連携した交通安全対策事業】

・子育て層への交通安全教室　12回
・高齢者への交通安全研修会　1回
・園児への交通安全教室　2回
・警察署、区内の学生と協働した自転車マナーアッ
プキャンペーン　4回
・スケアードストレート学習　2回(茨田高校・鶴見商
業高校)
・地域と連携した放置自転車啓発活動　45回(追加
啓発を含む)

・子育て層への交通安全教室の実施　12回
・高齢者への交通安全研修会の実施　1回
・園児への交通安全教室の実施　3回
・警察署、区内の学生と協働した自転車マナーアッ
プキャンペーンの実施　4回
・スケアード・ストレート学習(スタントマンを活用した
交通安全教室)の実施　　２回（汎愛高校・安全・安心
フェスタ会場）
・地域と連携した放置自転車啓発活動
・転入者への駐輪場マップ（民営含む）の
制作・配布
・小学生交通安全絵画コンクールの実施　１回

・子育て層への交通安全教室の実施　12回
・高齢者への交通安全研修会の実施　1回
・園児への交通安全教室の実施　3回
・警察署、区内の学生と協働した自転車マナーアッ
プキャンペーンの実施　4回
・幅広い層への効果を狙ったスケアードストレート学
習（スタントマンを活用した交通安全教室）の実施
・地域と連携した放置自転車啓発活動
・転入者へ区内駐輪場マップ（民営含む）の配布

区政会議のご意見を運営方針に反

映したもの 

資料1 
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29年度 

スケアード・ストレート学習による交通安全教室を開催します 
 

交通マナーの意識啓発に効果のあるスケアード・ストレート学習を開催し、

交通安全に関する啓発を行うことにより、自転車事故の減少を図っていき

ます。 

 



（１）【区民の安全・安心を担う総合的な防災力の強化】 （１）【区民の安全・安心を担う総合的な防災力の強化】 （１）【区民の安全・安心を担う総合的な防災力の強化】

・避難所開設運営訓練等　12地域
・鶴見区震災訓練～安全・安心フェスタ～の実施
　　１回
・小・中学生を対象とした防災学習会などの出前講
座　　10回

・避難所開設運営訓練　12地域
・鶴見区震災訓練～安全・安心フェスタ～の実施
　１回
・競技性を高めた内容で「つるみんピック」の単体開
催　１回
・小・中学生を対象とした防災学習会の開催　5校

・避難所開設運営訓練　12地域
・防災を中心とし、広く安全・安心について学んでも
らう場としての「鶴見区安全・安心フェスタ」の実施
１回
・一般参加も検討し「つるみんピック」を開催　　１回
・小・中学生を対象とした防災学習会の開催
・自助・共助の意識向上を目指し、あらゆる世代を対
象にした防災講演会の開催　　1回

《平成27年度》 《平成28年度》 《平成29年度》

【２】災害に強いまちづくり 【２】災害に強いまちづくり 【２】災害に強いまちづくり

「安全・安心フェスタ」で防災講演会を実施します 
 

大規模災害に備え、自助・共助の意識向上をめざし、防災士の資格を

持った著名人を講師に招き、防災講演会を開催、同日に参加・体験型の

「安全・安心フェスタ」を実施することで、防災への取組みを進めます。 29年度 

区政会議のご意見を運営方針に反映

したもの 

資料1 
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